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はじめに

国際投資活動はグローバル化を加速させ、世界の地域間の結びつきを一層強く深いも

のにしています。多国籍企業（MNE）は、国際投資活動の主要チャネルの１つであり、

多国籍企業の進化はOECD加盟諸国の経済発展を広く反映しています。サービスや技術

系企業の国際市場への進出に伴ない、サービス産業や知識集約型産業が台頭してきまし

た。大手の多国籍企業は引き続き国際投資において支配的位置を占めていますが、現在

ではより規模の小さい多くの企業が国際的な存在感を強めています。技術と組織構造の

進化により、ビジネス形態が多様化し、経済取引はより複雑で高速になっています。こ

のため、企業の境界線があいまいになっており、企業活動の透明性が重視されるように

なっています。

国際投資に対する政策環境は概して好意的なものになっており、各国は国際投資の獲

得を活発に競い合っています。現在、MNEは、有益な投資フローの主体、技術普及、重

要な税収源であり、国際経済に不可欠の要素です。一方で、MNEの活動に対する人々の

社会一般の懸念は払拭されてはおらず、こうした懸念に対処するための多くの取組みが

行われています。OECDは1976年、「OECD多国籍企業ガイドライン」（以下、ガイドラ

イン）を初めて「国際投資及び多国籍企業に関する宣言」の一部として採択して以来、

政府や企業を対象にした拘束力のない原則や基準のバランスの良い枠組みを通して、こ

の分野での協力を推進してきました。宣言にはガイドラインの他に、外国企業の内国民

待遇、企業への相反する要求の回避、投資促進策や抑制策での協力に関する政府のコミ

ットメントが含まれています。OECD加盟国以外には、アルゼンチン、ブラジル、チリ、

スロバキア共和国の４か国（スロバキアは後にOECDに加盟）がこの宣言（ガイドライ

ンを含む）を遵守しています。この宣言に示された規則を遵守しようという諸国が他に

も出てくることが期待されます。

本政策フォーカスでは、ガイドラインとは何か、様々な関係者はそれをどう実施して

いるのかを解説し、ガイドラインをより完全で実際的なものにした2000年の改定の重要

性を説明しています。しかし、この政策フォーカスは概論であるので、ガイドラインが

カバーする問題や、特定の問題との関連について総合的に理解するには、必ずガイドラ

イン全文をご参照下さい。（全文の入手方法はp.8に記載）。

OECD多国籍企業ガイドライン
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ガイドラインは、これを支持する諸国

（OECD加盟国及びアルゼンチン、ブラジル、

チリ）において業務を行なう多国籍企業、あ

るいはこれら諸国出身の多国籍企業に対する

政府の勧告である。ガイドラインは、雇用及

び労使関係、人権、環境、情報開示、競争、

税、科学技術などの幅広い分野における、責

任ある企業行動に関する任意の原則と基準を

定めている。（後述「ガイドライン：各章の概

要」を参照。）

今日、多くの企業行動規範が公表されてい

るが、多数国間で実施されている包括的な基

準で各国政府が奨励しているものとしては、

ガイドラインがいまだに唯一のものである。

ガイドラインの提言は、大半の世界の直接投

資フローの源であり、大部分の多国籍企業が

本拠を置いている国々の政府の共通の価値観
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OECD多国籍企業ガイドライン
とは何か

を表したものである。その狙いは、経済、環

境、社会の進展に対して多国籍企業がなしえ

る貢献をさらに促進することである。

ガイドラインには、国際的に受け入れられ

支持されている特徴がいくつかある。第一に、

ガイドラインの遵守は任意のものである。し

かし、拘束力がないということは、ガイドラ

インを支持する諸国による遵守奨励へのコミ

ットメントが弱いということではない。ガイ

ドラインは積極的なシステムのもとで奨励、

実施されており、これは支持諸国がガイドラ

インを重視していることを証明している。

さらにガイドラインの基本的なアプローチ

はバランスの取れたものである。企業を「管

理する」必要があるという前提ではなく、国

際的に合意されたガイドラインは誤解防止に

役立つとともに、企業、労働者、政府間で相

互に信頼でき予測可能な環境を作り上げるこ

とができると想定している。ガイドラインプ

ロセスの特徴は、継続的かつ実際的アプロー

OECD多国籍企業ガイドライン

各章の概要

序文：グローバル化する世界にガイドラインを位置づけている。ガイドラインを支持する政府の共通

の目標は、経済面、環境面及び社会面の発展に対し多国籍企業が行い得る積極的な貢献を奨励するこ

と、並びに多国籍企業の多様な活動がもたらすであろう困難を最小にすることにある。

Ⅰ．定義と原則：ガイドラインの基本となる原則（遵守が任意であるという性質、全世界での適用、

全企業にとって良き慣行の原則であるという事実等）を打ち出している。

Ⅱ．一般方針：第一の具体的勧告（人権、持続可能な開発、関係する供給業者の責任、地域の能力

の開発に関する条項、より一般的には、事業活動を行う国で確立した政策を十分に考慮に入れ

るよう企業への要求）を含む。

Ⅲ．情報開示：企業業績や所有権といった、企業のあらゆる重要な事項に関する情報公開を求める

とともに、社会、環境、リスクに関する報告のように、いまだに報告の基準が提案・形成され

ている領域におけるコミュニケーションを奨励。

Ⅳ．雇用及び労使関係：この分野での企業活動の主な側面（児童労働、強制労働、差別禁止、誠実

な従業員代表によって代表される従業員の権利、建設的交渉の権利など）を取り上げている。

Ⅴ．環境：健康や安全への影響も含め、企業が環境保護で成果を上げるよう奨励している。この章

では、環境管理システムに関する勧告、環境に深刻な影響を与える恐れがある分野での予防措

置等が掲載されている。

Ⅵ．贈賄の防止：公的および民間部門の関連の贈賄、受動および能動的汚職を取り上げている。

Ⅶ．消費者利益：企業が消費者と接する際に、公正な事業、販売及び宣伝慣行に従って行動し、消

費者のプライバシーを尊重するとともに、提供する物品やサービスの安全性と品質を確保する

ためあらゆる合理的な措置を実施するよう勧告している。

Ⅷ．科学技術：多国籍企業が事業活動を行う国において研究開発の成果を普及させ、その国の革新

能力に貢献するよう奨励している。

Ⅸ．競争：オープンで競争的なビジネス環境の重要性を強調している。

Ⅹ．税：企業が税法の条文及び精神を尊重し、税務当局と協力するよう求めている。
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チで、これによってガイドラインはうまく機

能している。

ガイドラインは企業を対象にしてはいるが、

その効果を発揮するには産業界や労働組合の

代表、NGOの支持が必要である。ガイドライ

ンを支持している国はこうした関係者全てと

協力しており、建設的な協力関係は産業界が

適切な行動規範を策定し実施するのに役立つ

と考えるのは理にかなっている。さらに、

2000年の改定後は、ガイドラインをはじめと

する宣言を採択する国は増加するものと見ら

れる。すでにOECD非加盟国の一部がガイド

ラインを支持しており、他にもこの規則を遵

守する意思と能力を持つ国が出ていることが

期待される。

最後に、ガイドラインは１つのパッケージ

の一部分であり、「国際投資と多国籍企業に関

するOECD宣言」の下に定められている。こ

の宣言は、OECD加盟国間の直接投資を容易

にするためにOECD加盟国政府が1976年に採

択した、広範な政治的コミットメントである。

国際投資と多国籍企業に関する宣言は、外

国直接投資への政府の対応と宣言を採択した

諸国における企業活動に関して、包括的で連

結したバランスの取れたアプローチを推進す

るものである。国際投資と多国籍企業に関す

るOECDの取り決めは、宣言を採択した国が

外国直接投資に対して開放政策をとるよう支

援し、同時に、MNEが事業を展開する国に調

和した活動を行うようにするものである。

国際投資と多国籍企業に関する宣言

国際投資と多国籍企業に関する宣言は、国際協力のための四文書で構成される。

・「多国籍企業ガイドライン」：多国籍企業を対象にした拘束力のない企業行動規範。

・「内国民待遇」：宣言を遵守する国は、自国領土内で事業を行う外国企業に対し、国内企業より

不利な扱いをしないことをコミットする。

・「相反する要求」：多国籍企業に対する各国政府からの要求が相反しないよう、あるいはそれを

最小限に抑えるよう、宣言を遵守する国に求める。

・「国際投資促進策及び抑制策」：宣言を遵守する国が国際直接投資に影響を与える政策において

国際協力を強化するための施策。

OECDは近年ガイドラインを改定したが、

これによってガイドラインを全面的に検証す

るニーズに対応するとともに、急速に変化す

るグローバル経済においてガイドラインを引

き続き意義のある効果的なものにすることが

できた。ガイドラインが1976年に発表されて

以来、新しい問題が台頭している。また、多

国籍企業が自らの行動規範を定めようとする

努力などが拍車となって、適切な企業行動に

関する国際的コンセンサスの形成が急速に進

展している。

グローバル化の進行が多国籍企業の出身国

や受入国にどのような影響をもたらすのか懸

念されていたため、2000年の改定作業はガイ

ドラインへの関心やその知名度の高まりを背

景に行われた。改定にあたっては、産業界や

労働組合の代表、NGO、非加盟諸国との協議

も行われた。改定案をインターネット上に公

開し、パブリック・コメントを募集したこと

で、改定作業の透明性と開放性が更に向上し

た。こうした各方面からのインプットは、ガ

イドラインの実施を改善させるための勧告や

手続きの改定作業の進行には必要不可欠であ

った。

2000年の改定の重要性とは

ガイドラインの要点の多くは、改定後も残

された。企業による遵守は任意のままであり、

フォローアップ手続きの制度的構造は殆ど変

更されなかった。また、ガイドラインは引き

続き、OECD宣言の一部を構成している。

しかし、過去に行われた改定（1979年、

1982年の「中間レビュー」、1984年、1991

年）と比べると、本文の改訂は大幅であり、

持続可能な開発という課題の中核となる経済

面、社会面、環境面の要素を一層強く打ち出

している。児童労働と強制労働の撲滅に関す

る提言を加えたことにより、ガイドラインは

国際的に認められている中核的労働基準すべ

何が変わったのか
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ガイドラインを推進、実施するための機関

については、OECD理事会決定と付属の手続

きの手引きで解説している。これは、主に３

要素－ナショナル・コンタクト・ポイント、

OECD国際投資・多国籍企業委員会（CIME）、

そして経済産業諮問委員会（BIAC）と労働組

合諮問委員会（TUAC）というOECDの諮問

委員会－から成る。その他の組織も関与する

ことがある。

ナショナル・コンタクト・ポイントは政府

機関であることが多いが、各国の状況の中で

のガイドライン遵守の実施・推進、各国の産

業界やその他関係者へのガイドラインの普及

や理解の拡大に責任を持つ。ナショナル・コ

ンタクト・ポイントは以下のことを行う。

●ガイドラインに関する問い合わせに応対する。
●ガイドラインに関する問題を討議するとと

もに、それに関連して発生しうる問題の解

決を支援する。（後述の「具体的実施」を参照）
●ガイドラインに関する各国の体験を集め、

CIMEに毎年報告する。

ナショナル・コンタクト・ポイントは中心

的役割を担っており、各国の状況の中でのガ

イドラインの影響力を測るうえで重要な要素

となっている。各国政府がナショナル・コン

タクト・ポイントを組織するうえでは柔軟性

が認められるべきであるが、他方、ナショナ

ル・コンタクト・ポイントの機能は目に見え

るもので、誰でも利用でき、透明で説明責任

の伴ったものでなくてはならない。ナショナ

ル・コンタクト・ポイントはこの４規準に基

き活動を行うべきである。今般の改定では、

年次活動報告を求めることで、ナショナル・

てをカバーすることになった。また環境の章

では、社内の環境管理の強化や環境関連情報

の一層の開示、環境への影響に対処するため

の緊急計画の改善などにより、企業に対して

環境面での実績を上げるよう奨励している。

人権に関する提言も導入された。汚職行為の

防止や消費者の利益に関しても、新しく章が

設けられた。また、「OECDコーポレート・ガ

バナンス原則」を反映させ、企業の社会及び

環境面での説明責任の認識ならびにその一層

の実施をはかるため、情報公開と透明性に関

する章は更新された。

実施手続きにも改訂が加えられたが、ガイ

ドラインを効果的に実施するための鍵となる

担当政府機関として、ナショナル・コンタク

ト・ポイントに引き続き焦点を当てている。

今後もナショナル・コンタクト・ポイントで

は、ガイドライン推進のための活動を実施し、

問合せに対応し、具体的な実施等のガイドラ

イン関連問題を討議することになる。ただし、

今回の改定では、ナショナル・コンタクト・

ポイントがその役割を果たしていく上でのよ

り多くの指針が示された。主な改訂点は、以

下の通りである。

● 実施手続きに関する理事会決定に付属する

手続きの手引きを通して、ナショナル・コ

ンタクト・ポイントの役割と責任が鮮明か

つ明確にされた。
●各国のナショナル・コンタクト・ポイント

がガイドラインの推進におけるそれぞれの

経験を分かち合い、ガイドラインの一層の

遵守を奨励する方法や手段を討議するため

の年次会議を開催する。
●各国のナショナル・コンタクト・ポイントは

年次活動報告をOECD国際投資・多国籍企

業委員会（CIME）に提出する。

また、今回の改定では、CIMEの広範な監督

責任も明確化した。今後もCIMEは、必要に応

じて具体的事例でのガイドラインの意味を説

明する。また、それに関連して、支持諸国の

政府や企業、労働団体の代表からの問い合わ

せや要請に応じていく。CIMEはガイドライン

がカバーする全事項に取り組む場となり、そ

の実施状況を監督する。理事会決定に付属す

る新たな手続きの手引きは、ナショナル・コ

ンタクト・ポイントの活動に関する意見交換

や、ガイドラインがカバーする事項に関して

専門家への支援要請の手引きを掲載している。

ガイドラインを実施するための
制度的メカニズムとは

最後に、改訂ガイドラインはガイドライン

を支持していない諸国に関して、その勧告が

OECD諸国のみならず、企業が業務を展開す

るどの国においても優れた慣行であることを

明確にしている。その一方で今回の改定では、

企業受け入れ国の個別の状況を考慮すべきで

あり、ガイドラインを支持していない諸国に

おいてナショナル・コンタクト・ポイントが

ガイドラインのカバーする問題を調査する際

には、そこで生じる問題に合わせた実施手続

きとる必要があることを認めている。



コンタクト・ポイントの説明責任を強化して

いる。これを基に、各国政府がナショナル・

コンタクト・ポイントの機能に関しる意見交

換も行うことになる。

CIMEは全てのOECD加盟国とオブザーバー

により構成され、ガイドラインの機能の監督

に責任を持つOECDの組織で、ガイドライン

の効力増強のための施策を講じることが期待

されている。CIMEの責務はガイドラインだけ

に限定されるものではなく、「国際投資と多国

籍企業に関する宣言」のあらゆる要素に及ぶ。

ガイドラインに関するCIMEの責任は以下のと

おり。

●ガイドラインの特定あるいは一般的な面に

関する支持諸国からの要求に対応する。
●社会的パートナーや非支持諸国とのガイド

ラインに関する意見交換を行う。
●必要に応じて、「説明」を発表する。（後述

「説明」を参照）
●ガイドラインや手続きに関する決定の見直し

を行い、より現実的で効果的なものとする。
●OECD理事会にガイドラインに関する報告

を行なう。

ガイドラインには拘束力が無いため、CIME

が司法当局あるいはそれに準じる機関として

機能することはありえない。また、ナショナ

ル・コンタクト・ポイントによる発見事項や

声明（ガイドラインの解釈以外のもの）に対

してCIMEが異議を唱えるこ

とはない。

また、CIMEは宣言作業部

会を設立している。作業部

会は毎年２回から３回会合

を持ち、ガイドライン関連

の問題を検討し、CIMEに対

して提言を行なう。

ガイドラインの対象は企

業のため、経営および労働

側の意見が特に大切である。

CIMEはガイドライン関連や

その他国際投資と多国籍企

業に関した問題について、

経 済 産 業 界 諮 問 委 員 会

（BIAC）ならびに労働組合

諮問委員会（TUAC）と定

期的に協議を行っている。
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BIACとTUACとはOECDの公式諮問機関で

あり、支持諸国の経済団体と労働組合によっ

て構成される。BIACとTUACはともにパリに

事務局を置き、事務局はOECDや加盟諸国政

府代表部と定期的にコンタクトをとっている。

BIACとTUACは、ガイドライン関連問題に

ついてはナショナル・コンタクト・ポイント

との協議を要請することができる。また、

BIACとTUACとはそうした問題をCIMEと直

接話し合うこともできる。さらに、BIACと

TUACはメンバー団体にガイドラインの進展

について連絡するとともに、ガイドラインの

実施手順に関してメンバー団体に意見を求め

る責任を負う。また、CIMEやナショナル・コ

ンタクト・ポイントが行う国、地域、多数国

レベルでのガイドライン推進活動に参加する

こともできる。

2000年のガイドライン改定では、非政府系

組織（NGO）が初めて参画した。NGOも、

ガイドライン関連問題についてナショナル・

コンタクト・ポイントとの協議を要請するこ

とができる。さらに、CIMEやナショナル・コ

ンタクト・ポイントが行う国、地域、多数国

レベルでのガイドライン推進活動に参加する

こともできる。

OECDではBIAC、TUAC、NGOから定期

的にガイドライン関連の今後の問題に関して

意見を求めることとしている。

ガイドライン実施に関与する機関

国レベル OECDレベル

多国籍企業

および

経済産業団体

BIAC

労働組合

および

従業員組合

TUAC

ナショナル
・コンタクト
・ポイント

ガイドライン支持諸国 CIME 

NGO
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ガイドラインはこれを支持する諸国の様々

な法制度や慣行に適用できるよう概論的な内

容になっているので、具体的状況においては

ガイドラインの意味の説明が必要なこともあ

る。この説明の目的は、ガイドラインを特定

のビジネスのの状況に適用できるかどうか、

またどのように適用すればよいのかについて

情報を補足することにある。説明はある特定

の企業活動との関連で出されることもあるが、

その企業行動が適切かどうかを評価するもの

ではない。

ガイドライン説明の手順は次の通りである。

ある者が特定状況にガイドラインを適用でき

るかどうか確信を持てない場合、その者はナ

ショナル・コンタクト・ポイントに問い合わ

せることができる。このような照会は、企業

や業界団体、労働組合、その他関係者は誰で

も行うことができる。もしある企業が直接に

関与しているのであれば、ナショナル・コン

タクト・ポイントはその企業に対し、ガイド

ラインに関連した問題が発生したことを通知

する。そして、ナショナル・コンタクト・ポ

イント、企業ならびに労働者の代表、その他

すべての関係者がその問題の明確化を図る。

該当する問題が複数の支持国に関わる場合に

は、ナショナル・コンタクト・ポイントが他

国のナショナル・コンタクト・ポイントと協

議することが適切なこともある。

ガイドラインの特定状況への関連性につい

てはナショナル・コンタクト・ポイントが見

解を述べるが、この際にはガイドラインの国

際的性格が考慮され、各国間の解釈に相違が

ないように配慮される。疑わしい点や見解の

相違がある場合には、ナショナル・コンタク

ト・ポイントが最終的な回答を出す前に、

CIMEが検証を行う。説明の最終的な責任は

CIMEにあるが、ナショナル・コンタクト・ポ

イントには可能な限り各国の状況の中でガイ

ドラインの意味を明確にする責務がある。

説　明

OECD理事会決議と手続きの手引きでは、

支持諸国で業務を行う企業によるガイドライ

ン実施の促進に関して各国政府が合意した施

策を解説している。

シンポジウムやセミナー、その他の会議等

の推進活動はCIMEも行うことができるが、ガ

イドラインの情報公開と推進は基本的にはナ

ショナル・コンタクト・ポイントの役割であ

る。ガイドラインを強化していくうえで、情

報公開と推進においてナショナル・コンタク

ト・ポイントが果たす役割は本質的に重要で

ある。

ナショナル・コンタクト・ポイントには、

ガイドラインの理解を深め、適切な方法（自

国語への翻訳など）で誰でも入手できるよう

にすることが求められている。こうしたこと

をオンラインで行うことは、コスト効率に優

れている。OECDはガイドラインの英語版と

フランス語版を公開しており、ガイドライ

ン・ウエブサイトへのリンクを奨励している。

ナショナル・コンタクト・ポイントは適宜、

国内および国外向けの投資を行う有望な投資

家に対し、ガイドラインに関する情報を提供

する。またナショナル・コンタクト・ポイン

トはガイドラインの認識を高めるため、様々

な団体や個人（産業界、労働組合、その他の

NCOや関心を有する一般人など）と協力して

いる。

ガイドラインはどのように
実施されるか

情報と推進

具体的実施

具体的なビジネス活動との関連でガイドラ

イン実施に問題が発生した場合には、ナショ

ナル・コンタクト・ポイントはその解決を支

援することになる。一般に、こうした問題に

対処するのはその問題が発生した国のナショ

ナル・コンタクト・ポイントであるが、他の

支持諸国のナショナル・コンタクト・ポイン

トとも二国間レベルで問題解決に当たること

もある。

発生した問題が更なる検証に値するかどう

かを評価した後は、ナショナル・コンタク

ト・ポイントは関係者が問題を解決できるよ

うに尽力する。その問題に関して合意が得ら

れない場合には、ナショナル・コンタクト・

ポイントが声明を発表するか、勧告を適宜行

なう。

ガイドラインに関する事項について、どの

ような人あるいは団体でもナショナル・コンタ

クト・ポイントに問い合わせることができる。


